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全ての事業を義務的事業、経常的事業、政策的事業に分類し、下記のように整理

して記載しています。 

 

1 義務的事業…生活保護など扶助費全般や戸籍事務、国県事業等への負担など 

・法定受託事務など法令等の目的・趣旨と事業の目的と合致しており、市民に

安定的にサービスを提供することが目標であるため記載しません。 

・市の政策としてサービスを付加する場合は記載しています。 

2 経常的事業…財務会計事務、契約事務、庶務事務、施設の維持管理運営など 

・行政運営に必要不可欠な財務会計事務などの内部管理事務については、滞り

なく実施することが目標であるため記載しません。 

・施設の維持管理運営は、適切な維持管理と運営により市民等が安全安心に利

用できることが目標であるため記載しません。ただし、施設の付加価値を高

めるための取組を実施し、入館者や利用者数、利用件数や実施件数などを設

定できる場合は目標を記載しています。 

3 政策的事業…上記以外の事業 

・全ての事業について目標を記載しています。 

 

予算案件における目標の記載について 



所 管 委 員 会

関 係 案 件

提 出 課

　単位：千円

補正前の額 決算見込額 差引額 比較

Ａ Ｂ Ｃ（Ｂ-Ａ） (Ｃ／Ａ)％

13,021,032 12,494,922 △ 526,110 △ 4.0 △ 524,036

・個人市民税 9,495,901 9,435,106 △ 60,795 △ 0.6 △ 60,795

 現年課税分 9,427,074 9,377,324 △ 49,750 △ 0.5 △ 49,750

 滞納繰越分 68,827 57,782 △ 11,045 △ 16.0 △ 11,045

・法人市民税 3,525,131 3,059,816 △ 465,315 △ 13.2 △ 463,241

 現年課税分 3,521,063 3,057,822 △ 463,241 △ 13.2 △ 463,241

 滞納繰越分 4,068 1,994 △ 2,074 △ 51.0 ―

16,042,495 16,137,080 94,585 0.6 94,585

・純固定資産税 16,002,622 16,097,207 94,585 0.6 94,585

 現年課税分 15,914,341 16,037,044 122,703 0.8 122,703

3,407,266 3,427,490 20,224 0.6 20,224

5,832,237 5,854,617 22,380 0.4 22,380

6,674,838 6,754,937 80,099 1.2 80,099

 滞納繰越分 88,281 60,163 △ 28,118 △ 31.9 △ 28,118

39,873 39,873 0 0.0 ―

803,731 797,003 △ 6,728 △ 0.8 △ 5,840

71,613 62,720 △ 8,893 △ 12.4 △ 8,893

71,613 62,720 △ 8,893 △ 12.4 △ 8,893

732,118 734,283 2,165 0.3 3,053

726,604 729,657 3,053 0.4 3,053

5,514 4,626 △ 888 △ 16.1 ―

1,284,454 1,276,827 △ 7,627 △ 0.6 △ 7,627

1,284,454 1,276,827 △ 7,627 △ 0.6 △ 7,627

23,337 22,867 △ 470 △ 2.0 ―

 現年課税分 23,337 22,867 △ 470 △ 2.0 ―

1,092,097 1,092,322 225 0.0 ―

1,086,016 1,088,139 2,123 0.2 ―

458,101 460,508 2,407 0.5 ―

627,915 627,631 △ 284 △ 0.0 ―

6,081 4,183 △ 1,898 △ 31.2 ―

32,267,146 31,821,021 △ 446,125 △ 1.4 △ 442,918

 現年課税分 32,094,375 31,692,273 △ 402,102 △ 1.3 △ 403,755

 滞納繰越分 172,771 128,748 △ 44,023 △ 25.5 △ 39,163

【補正理由(現年課税分）】

総務常任委員会

議案第１５号

税務課・収納課

令 和 5 年 度  市 税 補 正 総 括 表

税　　　目 補正額

市民税

固定資産税

（土地）

（家屋）

（償却資産）

・国有資産等所在市町村交付金

軽自動車税

・環境性能割

 現年課税分

・種別割

 現年課税分

 滞納繰越分

市たばこ税

 現年課税分

入湯税

都市計画税

 現年課税分

（土地）

（家屋）

 滞納繰越分

市 税 合 計

税    目 主 　な 　補　 正 　理 　由

個人市民税 株式等の譲渡所得が当初見込みを下回ったため

市たばこ税 たばこの販売本数が当初見込みを下回ったため

法人市民税 市内事業所の申告納税額が当初見込みを下回ったため

固定資産税 償却資産の設備投資が当初見込みを上回ったため

軽自動車税 環境性能割が当初見込みを下回ったため
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提 出 課

　単位：千円

補正前の額 決算見込額 差引額 比較

Ａ Ｂ Ｃ（Ｂ-Ａ） (Ｃ／Ａ)％

1,035,500 1,101,393 65,893 6.4 65,902

220,600 257,360 36,760 16.7 36,760

709,500 744,355 34,855 4.9 34,855

66,800 66,791 △ 9 △ 0.0 ―

38,600 32,887 △ 5,713 △ 14.8 △ 5,713

7,200 6,053 △ 1,147 △ 15.9 ―

配当割交付金 127,300 117,441 △ 9,859 △ 7.7 △ 9,859

37,300 37,300 0 0.0 ―

471,600 450,529 △ 21,071 △ 4.5 △ 21,071

5,091,000 4,754,888 △ 336,112 △ 6.6 △ 336,112

23,000 21,869 △ 1,131 △ 4.9 ―

69,000 88,057 19,057 27.6 19,057

27,615 27,458 △ 157 △ 0.6 ―

204,123 203,231 △ 892 △ 0.4 ―

地方特例交付金 165,923 165,923 0 0.0 ―

38,200 37,308 △ 892 △ 2.3 ―

19,300 18,099 △ 1,201 △ 6.2 ―

7,112,938 6,826,318 △ 286,620 △ 4.0 △ 282,083

【補正理由】

環境性能割交付金
交付原資となる自動車税環境性能割収入（県税）が当初見込みを上
回ったため

配当割交付金 交付原資となる配当割収入（県税）が当初見込みを下回ったため

法人事業税交付金 交付原資となる法人事業税収（県税）が当初見込みを下回ったため

地方消費税交付金 交付原資となる地方消費税収（県税）が当初見込みを下回ったため

交通安全対策特別交付金

合 計

項    目 主 　な 　補　 正 　理 　由

地方譲与税
交付原資となる地方揮発油税収（国税）及び自動車重量税収（国税）
が当初見込みを上回り、特別とん税収（国税）が当初見込みを下回っ
たため

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

国有提供施設等所在市町
村助成交付金

地方特例交付金

新型コロナウイルス感染症対
策地方税減収補填特別交付金

自動車重量譲与税

森林環境譲与税

特別とん譲与税

利子割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

財政課・税務課

令 和 5 年 度 地方譲与税・交付金補正総括表

項　　　目 補正額

地方譲与税

地方揮発油譲与税
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提  出  課 財政課 

 

歳出科目（Ｐ60～Ｐ61） 2款 1項 1目 一般管理費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

国県支出金等還付金 565,542 △34,326 531,216 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

諸収入        731 

一般財源         △35,057 

 償還金利子及び割引料 

 △34,326 

 

 

 

【補正理由】 

還付額が当初の見込を下回ることから、執行見込みにあわせて減額するほか、県支出金

の還付額確定にあわせて財源を整理するもの 

 

【補正内容】 

（財源内訳） 

区分 補正前 補正額 補正後 

諸収入 多面的機能支払補助金返還金

（過年度分） 
0 731 731 

一般財源 565,542 △35,057 530,485 

合 計 565,542 △34,326 531,216 

 

（歳出） 

項 目 補正前 補正額 補正後 

償還金利子及び割引料 565,542 △34,326 531,216 

    

  ○還付見込額の内訳 

還付先 還付見込額 
 

主な還付金 

国 444,811 

私立保育所等施設型給付費負担金（115,286） 

子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（81,590） 

生活保護費負担金（68,913） 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 

（40,162） 

新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（29,723） 

県 84,239 私立保育所等施設型給付費負担金（44,352） 

その他 2,166  

合 計 531,216  
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提  出  課 用地管財課 

 

歳出科目（Ｐ62～Ｐ63） 2款 1項 26目 市民プラザ費 

単位：千円  

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

市民プラザ管理運営費 102,903 10,280 113,183 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

市債         2,100 

一般財源            8,180 

 委託料        8,344 

補償、補填及び賠償金 1,936 

 

 

○指定管理運営業務委託料 

【補正理由】 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用料金収入の減収等が見込まれる指定管理施

設について、年間の収支見込みに基づき、指定管理料を見直し、増額するもの 

 

【補正内容】 

・指定管理運営業務委託料 

科  目 補正前 補正額 補正後 

委託料 60,830 8,344 69,174 

 施設管理運営業務委託料 60,830 8,344 69,174 

 

・対象施設 

施 設 名 補正額 指定管理者 

上越市市民プラザ 8,344 株式会社上越シビックサービス 

※令和 5年度収支実績の確定後、指定管理料を精算する。 

 

○能登半島地震損害補填金 

【補正理由】 

令和 6 年能登半島地震に伴う利用料金収入の減少や修繕費などの支出の増加により、施

設の管理運営に係る収支悪化等の損害が発生していることから、市と指定管理者との協定

に基づき、損害分を能登半島地震補填金として支給するもの 

 

【補正内容】 

・能登半島地震損害補填金 

科  目 補正前 補正額 補正後 

補償、補填及び賠償金 6,098 1,936 8,034 

 能登半島地震損害補填金 0 1,936 1,936 

 

・対象施設 

施 設 名 補正額 指定管理者 

上越市市民プラザ 1,936 株式会社上越シビックサービス 
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提  出  課 財政課 

 

歳出科目（Ｐ86～Ｐ87） 12款 1項 1目 元金 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

地方債元金償還費 13,692,339 2,376 13,694,715 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

一般財源            2,376  償還金利子及び割引料 

2,376 

 

 

【補正理由】 

  元利均等償還方式による財政融資資金等の借入利率の見直しにより、利率が低下したこ

とに伴い、定時償還元金が増となったことから、不足する元金償還金を増額するもの 

  

【補正内容】 

地方債元金償還費の内訳   2,376 

項 目 補正前 補正額 補正後 

定時償還分 11,233,062 2,376 11,235,438 

繰上償還分 1,742,829      - 1,742,829 

借 換 分 716,448 - 716,448 

合 計 13,692,339 2,376 13,694,715 

 

＜参考＞ 

  財政融資資金等の利率見直し 

資 金 見直し前 見直し後 差 

財政融資資金 0.60％ 0.40％ △0.20％ 

地方公共団体 

金融機構資金 
0.30％ 0.20％ △0.10％ 
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歳出科目（Ｐ86～Ｐ87） 12款 1項 2目 利子 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

地方債利子 319,455 △15,898 303,557 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

一般財源         △15,898  償還金利子及び割引料 

△15,898 

 

 

【補正理由】 

事業費の確定による借入額の減少及び借入利率が当初の見込みを下回るほか、元利均等

償還方式による財政融資資金等の借入利率の見直しにより、利率が低下したことなどから、

地方債利子を減額するもの 

 

【補正内容】 

地方債利子の内訳   △15,898                     

項 目 補正前 補正額 補正後 

定時償還分 
新規発行市債に係る利率の減など 

313,701 
△10,662 

297,803 
財政融資資金等の利率見直し △5,236 

繰上償還分 -  - - 

借 換 分 5,754 - 5,754 

合 計 319,455 △15,898 303,557 

 

＜参考＞ 

  新規発行市債に係る利率の減など 

資 金 当初見込み 実際の借入 差 

財政融資資金 0.40％～0.90％ 0.30％～0.80％ △0.10％～0.20％ 

地方公共団体 

金融機構資金 
0.40％～0.60％ 0.30％～0.80％ △0.10％～0.20％ 

銀行等資金 0.87％ 0.10％～0.50％ △0.77％～△0.37％ 

 

財政融資資金等の利率見直し 

資 金 見直し前 見直し後 差 

財政融資資金 0.60％ 0.40％ △0.20％ 

地方公共団体 

金融機構資金 
0.30％ 0.20％ △0.10％ 
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所 管 委 員 会 総務常任委員会 

関 係 案 件 議案第３１号 

提  出  課 財政課 

 

上越市特別会計条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  工業用水道事業の清算完了に伴い、工業用水道事業清算特別会計を廃止するもの 

 

２ 改正内容 

  工業用水道事業清算特別会計を廃止する。（第１条関係） 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

４ 上越市特別会計条例改正案新旧対照表 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

 （設置） 

第１条 略 

 ⑴～⑶ 略 

                （削除） 

 （設置） 

第１条 略 

 ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 工業用水道事業清算特別会計 
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所 管 委 員 会 総務常任委員会 

関 係 案 件 議案第３２号 

提  出  課 財政課 

 

上越市手数料条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

建築基準法等の一部改正に伴い、エネルギー消費性能の向上のための大規模修繕等に係

る認定手数料を定めるほか、所要の改正を行うもの 

 

２ 主な改正内容 

⑴ 大規模の修繕又は大規模の模様替における建築物の敷地等と道路との関係に関する制

限又は道路内の建築制限の適用除外に係る認定申請の手数料を定める。（第２条第９８号

関係） 

⑵ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び同施行規則の一部改正に伴い、

引用法令の題名を改める。（第２条第１１０号、第１１６号、第１１８号関係） 

⑶ その他文言を整備する。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 

４ 上越市手数料条例改正案新旧対照表 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（手数料の種類及び金額） 

第２条 略 

⑴～（97） 略 

（98） 大規模の修繕又は大規模の模様替におけ

る建築物の敷地等と道路との関係に関する

制限又は道路内の建築制限の適用除外に係

る認定申請手数料  １件につき２万 

７，０００円            （追加） 

（99） 略 

（１００） 略 

建築物の区分 手数料の額 

（略） 

一戸建て（新築をし

ようとするものを除

き、新築時に、長期 

優良住宅建築等計画

等の認定（以下この 

表及び第１０３号の 

の表において「認定 

」という。）を受け 

 

 

 

 

 

 

１８，４００円 

 

（手数料の種類及び金額） 

第２条 略 

⑴～（ 97） 略 

 

 

 

 

 

（98） 略 

（ 99） 略 

建築物の区分 手数料の額 

（略） 

一戸建て（新築をし 

ようとするものを除

き、新築時に、長期 

優良住宅建築等計画

等の認定（以下この 

表及び第１０２号の 

の表において「認定 

」という。）を受け 

 

 

 

 

 

 

１８，４００円 
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改  正  案 改  正  前 

  ていないものに限

る。）のもの 
 

（略） 

（１０１） 略 

（１０２） 長期優良住宅普及促進法第８条第１項の

規定に基づく認定を受けた長期優良住宅建

築等計画等の変更の認定に係る申請手数料

（第１０４号及び第１０５号に掲げる手数

料を徴収する場合を除く。） １件につき、

第１００号の表の左欄に掲げる当該申請に

係る建築物の区分に応じ、同表に定める額

に２分の１を乗じて得た額 

（１０３） 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整

備のための長期優良住宅の普及の促進に関

する法律等の一部を改正する法律（令和３

年法律第４８号）附則第２条第２項の規定

に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の

認定の申請手数料（次号及び第１０７号に

掲げる手数料を徴収する場合を除く。） １

件につき、次の表の左欄に掲げる当該申請

に係る建築物の区分に応じ、同表に定める

額 

（表 略） 

（１０４） 長期優良住宅普及促進法第８条第２項の

規定により準用する同法第６条第２項の規

定による申出を行う場合における同法第８

条第１項の規定に基づく認定を受けた長期

優良住宅建築等計画等の変更の認定に係る

申請手数料 １件につき、当該申請に係る

建築物の第１０２号又は前号に規定する額

に次に掲げる区分に応じ、次に定める額を

加算した額 

 ア及びイ 略 

（１０５）～（１０９） 略 

（１１０） 略 

ア 略 

建築物 

の区分 

建築物のエネル

ギー消費性能の

向上等に関する

法律（平成２７ 

年法律第５３号。

以下「建築物省エ

ネ法」という。） 

第４４条に規定 

適合証の提

出がない場

合 

 

 

 

 

  ていないものに限

る。）のもの 
 

（略） 

（１００） 略 

（１０１） 長期優良住宅普及促進法第８条第１項の

規定に基づく認定を受けた長期優良住宅建

築等計画等の変更の認定に係る申請手数料

（第１０３号及び第１０４号に掲げる手数

料を徴収する場合を除く。） １件につき、

第９９号の表  の左欄に掲げる当該申請に

係る建築物の区分に応じ、同表に定める額

に２分の１を乗じて得た額 

（１０２） 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整

備のための長期優良住宅の普及の促進に関

する法律等の一部を改正する法律（令和３

年法律第４８号）附則第２条第２項の規定

に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の

認定の申請手数料（次号及び第１０６号に

掲げる手数料を徴収する場合を除く。） １

件につき、次の表の左欄に掲げる当該申請

に係る建築物の区分に応じ、同表に定める

額 

（表 略） 

（１０３） 長期優良住宅普及促進法第８条第２項の

規定により準用する同法第６条第２項の規

定による申出を行う場合における同法第８

条第１項の規定に基づく認定を受けた長期

優良住宅建築等計画等の変更の認定に係る

申請手数料 １件につき、当該申請に係る

建築物の第１０１号又は前号に規定する額

に次に掲げる区分に応じ、次に定める額を

加算した額 

 ア及びイ 略 

（１０４）～（１０８） 略 

（１０９） 略 

ア 略 

建築物 

の区分 

建築物のエネル

ギー消費性能の

向上に関する法

律 （平成２７ 

年法律第５３号。

以下「建築物省エ

ネ法」という。） 

第４４条に規定 

適合証の提

出がない場

合 
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改  正  案 改  正  前 

 する登録建築物

エネルギー消費

性能判定機関又

は住宅の品質確

保の促進等に関

する法律（平成 

１ １ 年 法 律 第 

８１号）第５条 

第１項に規定す

る登録住宅性能

評価機関が作成

した都市低炭素

化促進法第５４

条第１項各号に

掲げる基準に適

合していること

を示す書類（以 

下この号におい

て「適合証」と 

いう。）の提出が

ある場合 

 

（略） 

イ 略 

（１１１） 略 

（１１２） 略 

ア 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１１０号アに規定す

る場合 同号アに規定する額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満 

の端数があるときは、当該端数を切り上げ

た額） 

イ 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１１０号イに規定す

る場合 同号イ（ア）から（ウ）までに規定する

額にそれぞれ２分の１を乗じて得た額（当

該額に１００円未満の端数があるときは、

当該端数を切り上げた額）を合算した額 

（１１３）～（１１５） 略 

（１１６） 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律施行規則（平成２８年国土交通 

省令第５号）第１１条の規定に基づく建築 

物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変

更に関する証明書の交付の手数料 １件に

つき、前号イ（ア）の表の左欄に掲げる当該証明

 する登録建築物

エネルギー消費

性能判定機関又

は住宅の品質確

保の促進等に関

する法律（平成 

１ １ 年 法 律 第 

８１号）第５条 

第１項に規定す

る登録住宅性能

評価機関が作成

した都市低炭素

化促進法第５４

条第１項各号に

掲げる基準に適

合していること

を示す書類（以 

下この号におい

て「適合証」と 

いう。）の提出が

ある場合 

 

（略） 

イ 略 

（１１０） 略 

（１１１） 略 

ア 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１０９号アに規定す

る場合 同号アに規定する額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満 

の端数があるときは、当該端数を切り上げ

た額） 

イ 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１０９号イに規定す

る場合 同号イ（ア）から（ウ）までに規定する

額にそれぞれ２分の１を乗じて得た額（当

該額に１００円未満の端数があるときは、

当該端数を切り上げた額）を合算した額 

（１１２）～（１１４） 略 

（１１５） 建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律施行規則  （平成２８年国土交通 

省令第５号）第１１条の規定に基づく建築 

物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変

更に関する証明書の交付の手数料 １件に

つき、前号イ（ア）の表の左欄に掲げる当該証明
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改  正  案 改  正  前 

に係る建築物の区分に応じ、同表の中欄又は

右欄に定める額 

（１１７） 建築物省エネ法第３４条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定の申請手数料（第１１９号に掲げる 

手数料を徴収する場合を除く。） １件につ

き、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定め

る額（同号において「建築物エネルギー消 

費性能向上計画認定手数料の額」という。） 

ア～ウ 略 

（１１８） 略 

ア 住宅部分で基準省令第１条第１項第２

号ロ⑴の基準による場合の認定の申請を

する場合 「建築物省エネ法第４４条に 

規定する登録建築物エネルギー消費性能

判定機関若しくは住宅の品質確保の促進

等に関する法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関が作成した建築物

省エネ法第３５条第１項各号に掲げる基

準に適合していることを示す書類又は住

宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書」

を「建築物省エネ法第４４条に規定す 

る登録建築物エネルギー消費性能判定機

関若しくは住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定する登録住

宅性能評価機関が作成した建築物省エネ

法第４１条第１項に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類、建築物省エネ法 

第３５条第１項に基づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画認定に係る建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２５条第２項の通知書の写

し若しくは都市低炭素化促進法第５４条

第１項に基づく認定に係る都市の低炭素

化の促進に関する法律施行規則（平成 

２４年国土交通省令第８６号）第４３条 

第２項の通知書の写し及び建築基準法第

７条第５項、第７条の２第５項若しくは 

第１８条第１８項に規定する検査済証の

写し又は住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第６条第３項に規定する建設住宅

性能評価書」と読み替えて適用する前号 

アの表の左欄に掲げる当該申請に係る建

に係る建築物の区分に応じ、同表の中欄又は

右欄に定める額 

（１１６） 建築物省エネ法第３４条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定の申請手数料（第１１８号に掲げる 

手数料を徴収する場合を除く。） １件につ

き、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定め

る額（同号において「建築物エネルギー消 

費性能向上計画認定手数料の額」という。） 

 ア～ウ 略 

（１１７） 略 

ア 住宅部分で基準省令第１条第１項第２

号ロ⑴の基準による場合の認定の申請を

する場合 「建築物省エネ法第４４条に 

規定する登録建築物エネルギー消費性能

判定機関若しくは住宅の品質確保の促進

等に関する法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関が作成した建築物

省エネ法第３５条第１項各号に掲げる基

準に適合していることを示す書類又は住

宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書」

を「建築物省エネ法第４４条に規定す 

る登録建築物エネルギー消費性能判定機

関若しくは住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定する登録住

宅性能評価機関が作成した建築物省エネ

法第４１条第１項に掲げる基準に適合し

ていることを示す書類、建築物省エネ法 

第３５条第１項に基づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画認定に係る建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律

施行規則第３条第２項    の通知書の写

し若しくは都市低炭素化促進法第５４条

第１項に基づく認定に係る都市の低炭素

化の促進に関する法律施行規則（平成 

２４年国土交通省令第８６号）第４３条 

第２項の通知書の写し及び建築基準法第

７条第５項、第７条の２第５項若しくは 

第１８条第１８項に規定する検査済証の

写し又は住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第６条第３項に規定する建設住宅

性能評価書」と読み替えて適用する前号 

アの表の左欄に掲げる当該申請に係る建
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改  正  案 改  正  前 

築物の区分に応じ、同表の中欄又は右欄 

に定める額 

イ～エ 略 

（１１９） 略 

（１２０） 略 

ア 床面積を増加しようとする場合 増加

をしようとする床面積に応じて第１１７

号又は前号と同じ方法で算出した額 

イ 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１１７号アに規定す

る場合 同号アに規定する額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満 

の端数があるときは、当該端数を切り上げ

た額） 

ウ 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１１７号イに規定す

る場合 同号イに規定する額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満 

の端数があるときは、当該端数を切り上げ

た額） 

エ 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１１７号ウに規定す

る場合 同号ウに規定する額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満 

の端数があるときは、当該端数を切り上げ

た額） 

（１２１）～（１４４） 略 

（手数料の減免） 

第５条 略 

⑴ 略 

⑵ 略 

ア 第２条第１１４号に規定する建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定手数料 

イ 第２条第１１５号に規定する計画変更

に係る建築物エネルギー消費性能適合性

判定手数料 

ウ 第２条第１１６号に規定する建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定軽微変更該

当証明書交付手数料 

エ 第２条第１３８号に規定する定期検査

手数料 

オ 第２条第１３９号に規定する適正計量

管理事業所計量管理検査手数料 

⑶～⑹ 略 

築物の区分に応じ、同表の中欄又は右欄 

に定める額 

イ～エ 略 

（１１８） 略 

（１１９） 略 

ア 床面積を増加しようとする場合 増加

をしようとする床面積に応じて第１１６

号又は前号と同じ方法で算出した額 

イ 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１１６号アに規定す

る場合 同号アに規定する額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満 

の端数があるときは、当該端数を切り上げ

た額） 

ウ 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１１６号イに規定す

る場合 同号イに規定する額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満 

の端数があるときは、当該端数を切り上げ

た額） 

エ 「申請」を「変更の認定の申請」と読 

み替えて適用する第１１６号ウに規定す

る場合 同号ウに規定する額に２分の１

を乗じて得た額（当該額に１００円未満 

の端数があるときは、当該端数を切り上げ

た額） 

（１２０）～（１４３） 略 

（手数料の減免） 

第５条 略 

⑴ 略 

⑵ 略 

ア 第２条第１１３号に規定する建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定手数料 

イ 第２条第１１４号に規定する計画変更

に係る建築物エネルギー消費性能適合性

判定手数料 

ウ 第２条第１１５号に規定する建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定軽微変更該

当証明書交付手数料 

エ 第２条第１３７号に規定する定期検査

手数料 

オ 第２条第１３８号に規定する適正計量

管理事業所計量管理検査手数料 

⑶～⑹ 略 
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改  正  案 改  正  前 

２及び３ 略 ２及び３ 略 
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所 管 委 員 会

関 係 案 件

提 出 課

Ａ Ｂ (Ｂ-Ａ)/Ａ(％) Ｃ (Ｃ-Ａ)/Ａ(％) (Ｃ-Ｂ)/Ｂ(％)

市民税 13,021,032 12,494,922 △ 4.0 11,538,533 △ 11.4 △ 7.7

・個人市民税 9,495,901 9,435,106 △ 0.6 8,780,491 △ 7.5 △ 6.9

　　 現年課税分 9,427,074 9,377,324 △ 0.5 8,719,071 △ 7.5 △ 7.0

（均等割） 345,480 344,408 △ 0.3 295,236 △ 14.5 △ 14.3

（所得割） 9,081,594 9,032,916 △ 0.5 8,423,835 △ 7.2 △ 6.7

　　 68,827 57,782 △ 16.0 61,420 △ 10.8 6.3

・法人市民税 3,525,131 3,059,816 △ 13.2 2,758,042 △ 21.8 △ 9.9

3,521,063 3,057,822 △ 13.2 2,755,145 △ 21.8 △ 9.9

（均等割） 546,902 536,896 △ 1.8 537,246 △ 1.8 0.1

（法人税割） 2,974,161 2,520,926 △ 15.2 2,217,899 △ 25.4 △ 12.0

　　 4,068 1,994 △ 51.0 2,897 △ 28.8 45.3

固定資産税 16,042,495 16,137,080 0.6 15,759,980 △ 1.8 △ 2.3

・純固定資産税 16,002,622 16,097,207 0.6 15,720,098 △ 1.8 △ 2.3

　　 15,914,341 16,037,044 0.8 15,650,043 △ 1.7 △ 2.4

（土地） 3,407,266 3,427,490 0.6 3,404,801 △ 0.1 △ 0.7

（家屋） 5,832,237 5,854,617 0.4 5,750,334 △ 1.4 △ 1.8

（償却資産） 6,674,838 6,754,937 1.2 6,494,908 △ 2.7 △ 3.8

　　 88,281 60,163 △ 31.9 70,055 △ 20.6 16.4

39,873 39,873 0.0 39,882 0.0 0.0

803,731 797,003 △ 0.8 821,628 2.2 3.1

・環境性能割 71,613 62,720 △ 12.4 66,360 △ 7.3 5.8

　　 現年課税分 71,613 62,720 △ 12.4 66,360 △ 7.3 5.8

・種別割 732,118 734,283 0.3 755,268 3.2 2.9

　　 現年課税分 726,604 729,657 0.4 750,354 3.3 2.8

　　 滞納繰越分 5,514 4,626 △ 16.1 4,914 △ 10.9 6.2

1,284,454 1,276,827 △ 0.6 1,238,522 △ 3.6 △ 3.0

　　 現年課税分 1,284,454 1,276,827 △ 0.6 1,238,522 △ 3.6 △ 3.0

23,337 22,867 △ 2.0 24,262 4.0 6.1

　　 現年課税分 23,337 22,867 △ 2.0 24,262 4.0 6.1

1,092,097 1,092,322 0.0 1,082,547 △ 0.9 △ 0.9

　　 現年課税分 1,086,016 1,088,139 0.2 1,077,727 △ 0.8 △ 1.0

（土地） 458,101 460,508 0.5 458,268 0.0 △ 0.5

（家屋） 627,915 627,631 0.0 619,459 △ 1.3 △ 1.3

　　 滞納繰越分 6,081 4,183 △ 31.2 4,820 △ 20.7 15.2

32,267,146 31,821,021 △ 1.4 30,465,472 △ 5.6 △ 4.3

 現年課税分 32,094,375 31,692,273 △ 1.3 30,321,366 △ 5.5 △ 4.3

 滞納繰越分 172,771 128,748 △ 25.5 144,106 △ 16.6 11.9

市たばこ税

入湯税

都市計画税

市 税 合 計

 現年課税分

 滞納繰越分

 現年課税分

 滞納繰越分

・国有資産等交付金

軽自動車税

 滞納繰越分

総務常任委員会

議案第６号

税務課・収納課

令 和 6 年 度 市 税 総 括 表
 単位：千円

税　　　目

令　和　5　年　度 令　和　6　年　度

当初予算額 決算見込額 比較 当初予算額

比　較

対前年度
当初予算

対前年度
決算見込
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1款1項1目 個人市民税

個人市民税（現年課税分）　　　８，７１９，０７１千円

 単位：千円

     年  度 令和5年度 令和6年度 令和5年度
決算見込額

 　区  分
Ａ Ｂ Ｄ

345,480 295,236 △ 14.5 ％ 344,408

9,081,594 8,423,835 △ 7.2 ％ 9,032,916

9,427,074 8,719,071 △ 7.5 ％ 9,377,324

1款1項2目 法人市民税

法人市民税（現年課税分）　　　２，７５５，１４５千円

 単位：千円

     年  度 令和5年度 令和6年度 令和5年度
決算見込額

 　区  分
Ａ Ｂ Ｄ

546,902 537,246 △ 1.8 ％ 536,896

法人数（社） 4,571 4,712 3.1 ％ 4,720

2,974,161 2,217,899 △ 25.4 ％ 2,520,926

3,521,063 2,755,145 △ 21.8 ％ 3,057,822 合       計

  均等割についてはほぼ横ばい、法人税割については大手製造業を中心に申告納税額の減少が見
込まれることから、全体で前年度比21.8％減を見込んだ。

　均等割については復興特別税の終了、所得割については国による定額減税の実施により減少が
見込まれることから、前年度比7.5％減を見込んだ。

歳入科目（Ｐ20～Ｐ23）

前年度比

Ｃ
(Ｂ-Ａ)/Ａ

 均    等    割

 法  人  税  割

合　　　計

歳入科目（Ｐ20～Ｐ21 ）

前年度比

Ｃ
(Ｂ-Ａ)/Ａ

均　等　割

所　得　割
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純固定資産税（現年課税分）　　１５，６５０，０４３千円

　

　

　

歳入科目（Ｐ22～Ｐ23） 1款2項1目 固定資産税

土　地  単位：千円

       年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額

3,427,490

地　積（㎡） 486,928,000 486,055,357 △ 0.2 ％ 485,951,071

 　区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

税　　　　額 3,407,266 3,404,801 △ 0.1 ％

　地価下落の影響及び収納率実績を考慮し、前年度比でほぼ横ばいと見込んだ。

令和6年度
課税標準額

令和5年度決算見込 課税標準額 246,844,841

令和5年中 異動分 1,933,333

地価下落・負担調整 △ 3,591,960

差引課税標準額 245,186,214

家　屋  単位：千円

       年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額

5,854,617

床面積（㎡） 18,696,305 18,707,691 0.1 ％ 18,614,123

 　区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

税　　　　額 5,832,237 5,750,334 △ 1.4 ％

　評価替えに伴う減価等により、前年度比1.4％減を見込んだ。

令和6年度
課税標準額

令和5年度決算見込 課税標準額 423,272,637

令和5年中 新・増築分 9,693,318

令和5年中 評価替減価・滅失分等 △ 18,873,597

差引課税標準額 414,092,358

償却資産  単位：千円

       年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額

6,754,937

市長決定分
課税標準額

242,944,572 247,429,643 1.8 ％ 249,264,500

 　区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

税　　　　額 6,674,838 6,494,908 △ 2.7 ％

　電力関連設備の減価償却等により、前年度比2.7％減を見込んだ。

合　　計 481,007,072 467,710,500 △ 2.8 ％ 486,484,714

国・県配分
課税標準額

238,062,500 220,280,857 △ 7.5 ％ 237,220,214

-18-



国有資産等所在市町村交付金　　３９，８８２千円

歳入科目（Ｐ22～Ｐ23） 1款2項2目 国有資産等所在市町村交付金

単位：千円

       年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額

 　区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

39,873

国：算定標準額 490,215 491,142 0.19 ％ 490,215

税　　　　額 39,873 39,882 0.02 ％

　国有林用地の評価見直しによる評価額の増や、宿舎の増などによる交付対象資産評価額の
増加により、前年度比0.02％増を見込んだ。

2,357,858

合　　計 2,848,073 2,848,784 0.02 ％ 2,848,073

県：算定標準額 2,357,858 2,357,642 △ 0.01 ％
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軽自動車税環境性能割（現年課税分）　　　　６６，３６０千円

軽自動車税種別割（現年課税分）　　　　７５０，３５４千円

　税率の高い軽四輪乗用車を中心に台数の増加が見込まれることから、前年度比3.3％増を見
込んだ。

課税台数（台） 97,174 98,204 1.1 ％ 97,651

税　  額 726,604 750,354 3.3 ％ 729,657

 年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額

 区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

62,720

　取得台数の減少が見込まれることから、前年度比7.3％減を見込んだ。

歳入科目（Ｐ22～Ｐ25） 1款3項2目 種別割

単位：千円

 区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

税　 額 71,613 66,360 △ 7.3 ％

歳入科目（Ｐ22～Ｐ23） 1款3項1目 環境性能割

単位：千円

 年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額
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市たばこ税（現年課税分）　　１，２３８，５２２千円

入 湯 税（現年課税分）　　　　　　２４，２６２千円

　入湯客数にゆるやかな回復傾向が見られることから、前年度比4.0％増を見込んだ。

入湯客数（人） 238,102 248,629 4.4 ％ 234,098

税　 額 23,337 24,262 4.0 ％ 22,867

 年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額

 区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

　消費本数が減少する影響により、前年度比3.6％減を見込んだ。

歳入科目（Ｐ24～Ｐ25） 1款5項1目 入湯税

単位：千円

1,276,827

課税標準数量
（千本）

196,040 189,030 △ 3.6 ％ 194,876

 区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

税　 額 1,284,454 1,238,522 △ 3.6 ％

歳入科目（Ｐ24～Ｐ25） 1款4項1目 市たばこ税

単位：千円

 年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額
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都市計画税（現年課税分）　　１，０７７，７２７千円

差引課税標準額 312,259,000

   評価替えに伴う減価等により、前年度比1.3％減を見込んだ。

令和6年度
課税標準額

令和5年度決算見込 課税標準額 319,834,366

令和5年中 新・増築分 7,534,783

令和5年中 評価替減価・滅失分等 △ 15,110,149

627,631

床面積（㎡） 10,851,016 10,908,074 0.5 ％ 10,850,086

税　　　　額 627,915 619,459 △ 1.3 ％

家　屋  単位：千円

 　区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

       年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額

　地価下落の影響及び収納率実績を考慮し、前年度比でほぼ横ばいと見込んだ。

令和6年度
課税標準額

令和5年度決算見込 課税標準額 232,157,693

令和5年中 異動分 1,854,924

地価下落・負担調整 △ 3,006,617

差引課税標準額 231,006,000

460,508

地　積（㎡） 29,747,781 29,772,394 0.1 ％ 29,773,213

税　　　　額 458,101 458,268 0.0 ％

 　区  分
Ａ Ｂ Ｃ

(Ｂ-Ａ)/Ａ
Ｄ

歳入科目（Ｐ24～Ｐ27） 1款6項1目 都市計画税

土　地  単位：千円

       年  度 令和5年度 令和6年度 前年度比
令和5年度
決算見込額
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提 出 課

Ａ Ｂ (Ｂ-Ａ)/Ａ(％) Ｃ (Ｃ-Ａ)/Ａ(％) (Ｃ-Ｂ)/Ｂ(％)

地方譲与税 1,035,500 1,101,393 6.4 1,077,000 4.0 △ 2.2

　　地方揮発油譲与税 220,600 257,360 16.7 219,400 △ 0.5 △ 14.7

709,500 744,355 4.9 743,500 4.8 △ 0.1

66,800 66,791 △0.0 82,000 22.8 22.8

　　 38,600 32,887 △ 14.8 32,100 △ 16.8 △ 2.4

利子割交付金 7,200 6,053 △ 15.9 6,700 △ 6.9 10.7

配当割交付金 127,300 117,441 △ 7.7 110,600 △ 13.1 △ 5.8

37,300 37,300 0.0 55,200 48.0 48.0

471,600 450,529 △ 4.5 491,800 4.3 9.2

地方消費税交付金 5,091,000 4,754,888 △ 6.6 5,030,600 △ 1.2 5.8

ゴルフ場利用税交付金 23,000 21,869 △ 4.9 22,800 △ 0.9 4.3

環境性能割交付金 69,000 88,057 27.6 98,600 42.9 12.0

27,615 27,458 △ 0.6 27,458 △ 0.6 0.0

209,700 203,231 △ 3.1 1,009,194 381.3 396.6

　　 171,500 165,923 △ 3.3 159,600 △ 6.9 △ 3.8

- - - 820,194 皆増 皆増

　　 38,200 37,308 △ 2.3 29,400 △ 23.0 △ 21.2

19,300 18,099 △ 6.2 18,400 △ 4.7 1.7

7,118,515 6,826,318 △ 4.1 7,948,352 11.7 16.4

森林環境譲与税

合　 計

住宅借入金等特別税額控
除減収補填特例交付金

定額減税減収補填特例
交付金※

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

国有提供施設等所在市町村
助成交付金

地方特例交付金

新型コロナウイルス感染症対
策地方税減収補填特別交付金

交通安全対策特別交付金

※定額減税減収補填特例交付金…個人住民税の定額減税に伴う地方公共団体の減収を補填するため創設

特別とん譲与税

財政課・税務課

令 和 6 年 度  地方譲与税・交付金総括表

 単位：千円

項　　　目

令　和　5　年　度 令　和　6　年　度

当初予算額 決算見込額 比較 当初予算額

比　較

対前年度
当初予算

対前年度
決算見込

自動車重量譲与税
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提  出  課 財政課 

 

歳入科目（Ｐ 28～Ｐ 29） 12款 1項 1目 地方交付税 

歳入科目（Ｐ108～Ｐ109） 23款 1項 1目 総務債 

単位：千円 

 本 年 度 前 年 度 比   較 

地方交付税 24,876,000 22,559,000 2,317,000 

 
普通交付税Ⓐ 21,798,000 19,702,000 2,096,000 

特別交付税 3,078,000 2,857,000 221,000 

臨時財政対策債Ⓑ 577,300 1,279,600 △702,300 

実質的な普通交付税（Ⓐ＋Ⓑ） 22,375,300 20,981,600 1,393,700 

 

○実質的な普通交付税の内容 

項 目 令和 5年度 令和 6年度 比 較 主な増減要因 

基準財政需要額① 50,580,578 51,513,501 932,923 
 錯誤措置額 

（＋350,588） 

 包括算定経費の増 

（＋122,681） 

  個別算定経費 等 39,854,295 40,558,819 704,524 

公債費 7,159,897 6,915,546 △244,351 

包括算定経費 3,917,003 4,039,684 122,681 

錯誤措置額・調整額等 △350,617 △548 350,069 

基準財政収入額② 29,598,978 29,138,201 △460,777  固定資産税の減 

（△443,262） 

※定額減税による

影響額 

 個人住民税 

（△615,146） 

 地方特例交付金 

（＋615,146） 

 市税 23,369,678 22,442,951 △926,727 

地方譲与税・交付金 6,175,898 6,032,392 △143,506 

その他 

（地方特例交付金等） 
58,538 662,858 604,320 

錯誤措置額 △5,136 0 5,136 

臨時財政対策債③ 1,279,600 577,300 △702,300 

 前年度発行可能額

に地方財政計画の

伸び率 53.7％減

を見込んだもの 

普通交付税 
（① －②－③）④ 

19,702,000 21,798,000 2,096,000 
 

実質的な普通交付税 

（③ ＋④） 
20,981,600 22,375,300 1,393,700  

 

〇特別交付税の内容 

項 目 令和 5年度 令和 6年度 比 較 備 考 

特別交付税 2,857,000 3,078,000 221,000 
令和 6年度予算の 

対象経費の増等 
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提  出  課 資産活用課 

 

歳入科目（Ｐ78～Ｐ79） 18款 2項 1目 不動産売払収入 

単位：千円 

 本 年 度 前 年 度 比   較 

土地、建物売払収入 255,102 25,104 229,998 

 

１ 土地売払収入   243,920 

(1) 普通財産    230,000 

No. 財 産 名 称 所  在 面積（予定）（㎡） 

① 旧中央保育園 中央二丁目 1,610.47 

② 旧運転免許センター上越支所敷地 柿崎区直海浜 32,079.63 

(2) 旧法定外公共物   10,000 

(3) 割賦販売   3,920 

No. 財 産 名 称 所 在 面 積（㎡） 

① 黒井地内市有地 大字黒井 128.71 

② いたくら亭敷地 板倉区針 1,657.53 

③ 旧中郷ひばり荘 中郷区江口 6,504.71 

④ 吉川旧東田中小学校 吉川区東田中 4,181.73 

 

２ 建物売払収入   182 

割賦販売   182 

No. 財 産 名 称 所 在  面 積（㎡） 

① 地球環境学校旧中ノ俣宿泊施設 大字中ノ俣 177.00 

 

３ 土地、建物売払収入   11,000 

No. 財 産 名 称 所 在  面積（予定）（㎡） 

① 旧小猿屋保育園 大字小猿屋 
（土地）1,975.45 

（建物）  262.13 
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提  出  課 用地管財課 

 

歳出科目（Ｐ122～Ｐ123） 2款 1項 1目 一般管理費 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

庁舎等管理費 221,778 196,186 25,592 

 

主 な 財 源 主 な 経 費 

財産収入       2,658 

諸収入         2,360 

一般財源      216，760 

 報酬         1,928 

需用費       63,352 

役務費        52，405 

委託料        95,862 

使用料及び賃借料   4,312 

負担金補助及び交付金  3,065 

 

○市役所庁舎の維持管理費等          176,987 

【目的】 

木田庁舎等を適切に管理し、来庁者などの施設利用者の安全性及び快適性を確保する。 

 

【実施内容】 

主な営繕修繕 

・木田第一・第三庁舎消火栓ホース更新             594 

 

主な管理業務委託 

・木田庁舎総合管理業務委託              78,238 

・木田庁舎電話交換機保守点検業務委託          2,640 

・木田第一庁舎省エネルギー設備保守点検業務委託     2,310 

・木田庁舎周辺樹木管理業務委託             2,068 

・木田庁舎時間外管理業務委託              1,640 

・木田第一庁舎エレベーター保守点検管理業務委託     1,511 

・木田庁舎事業系一般廃棄物収集運搬処理業務委託     1,261 

 

○ダイアパレス高田駅前諸室の維持管理費     3,850 

【目的】 

市有財産であるダイアパレス高田駅前諸室の適切な維持管理を行う。 

 

【実施内容】 

ダイアパレス高田駅前の店舗共用部分及び市が所有する 202 号室（旧高田駅前コミュニ

ティルーム）、203号室（令和 2年度から新潟県警察本部へ貸付中）の維持管理を行う。 

 

○公有財産管理費（共通事務）         40,941 

【目的】 

各種保険へ適切に加入（継続）し、公有財産の災害による損害及び市が賠償責任を負う

ことによって生じる損害を補填するほか、所管する施設の指定管理者選定に係る事務及び

庁用自動車の維持管理を行う。 
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【実施内容】 

主な経費 

・公有財産の保険加入に係る経費             39,848 

・指定管理者選定委員会報償費等              184 

・庁用自動車の維持管理経費                 681 

 

（保険料内訳） 

区  分 対象数等 保 険 料 

建物総合損害共済 2,747件 26,868 

自動車損害共済 850台 11,953 

市民総合賠償補償保険 184,000人 1,027 
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歳出科目（Ｐ122～Ｐ123） 2款 1項 1目 一般管理費 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

庁舎整備事業 30,201 87,230 △57,029 

 

主 な 財 源 主 な 経 費 

一般財源       30,201  委託料          935 

工事請負費      29,266 

 

 

【目的】 

老朽化に伴う改修等を行い、木田庁舎の機能維持と長寿命化を図る。 

 

【実施内容】 

施工管理委託料 

・木田第一庁舎特定防火設備改修工事監理業務委託      935 

 

庁舎改修工事 

・木田第一庁舎特定防火設備改修工事           22,711 

・木田第一庁舎防火設備改修工事             3,365 

・木田第一庁舎冷温水発生機 No.1部品交換工事       3,190 
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提  出  課 会計課 

 

歳出科目（Ｐ126～Ｐ129） 2款 1項 5目 会計管理費 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

会計管理費 39,806 6,409 33,397 

 

主 な 財 源 主 な 経 費 

一般財源       39,806  報酬          3,360 

給料           973 

職員手当等      1,411 

共済費       1,104 

需用費        948 

役務費       31,596 

 

【目的】 

法令等に基づき適正かつ効率的に会計事務を執行するとともに、公金を適切に管理運用

する。 

 

【実施内容】 

会計事務費                        8,581 

会計年度任用職員の報酬、印刷製本費、通信運搬費 など 

 

[新]公金取扱手数料(一般会計分)              31,225 

二次元コードを使用しない納付書による銀行窓口での収納手数料及び銀行間の公金

振込手数料が有料化されることに伴い、新たに指定金融機関（第四北越銀行）に支払う

こととなる各種公金取扱手数料（各単価は県内統一の基準）を計上するもの 

 

１ 二次元コードを使用しない納付書の収納手数料（令和 6年 4月から） 

・窓口収納手数料     ＠ 33円×480,871 件×1.1＝17,455,617円 

 

２ 公金振込手数料（令和 6年 10月から） 

・振込手数料  自行他店宛  ＠ 50円× 57,468件×1.1＝ 3,160,740円 

他行宛     ＠112円× 85,903件×1.1＝10,583,250円 

・振込の組戻手数料       ＠100円×     66件×1.1＝   7,260円 

・振込の訂正依頼手数料   ＠100円×    160件×1.1＝  17,600円 
 

※各件数は、令和 4年度実績     
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提  出  課 資産活用課 

 

歳出科目（Ｐ128～Ｐ131） 2款 1項 6目 財産管理費 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

財産管理費 104,387 52,635 51,752 

  

主 な 財 源 主 な 経 費 

諸収入       6,568 

一般財源      97,819 

 

 

 

報酬         1,575 

需用費       3,208 

役務費        472 

委託料       50,786 

使用料及び賃借料   3,922 

工事請負費     42,935 

 

〇普通財産の適切な管理及び利活用促進  104,026 

 【目的】 

   普通財産を適切に管理し、売払いや貸付けによる財源確保を図るとともに、維持管理

経費の削減を図る。 

 

 【6年度目標】 

   次の金額以上の収入を目指す。 

    ・普通財産の売払収入   255,102 

    ・普通財産の貸付収入   113,463 

 

 【実施内容】 

   財産の適切な管理 

・施設修繕、解体、草刈等管理委託   65,303 

・公有財産管理システムの管理・運用   3,762 

   普通財産の売払いや貸付けの推進 

・測量及び不動産鑑定委託など     30,766 

 

〇公共施設等の経営改善事業  361 

【目的】 

公共施設に係る将来的な財政負担の軽減を図るため、公共施設の適正配置と効果的か

つ効率的な管理を推進する。 

 

【6年度目標】 

公共施設の適正配置及び適切な維持管理の取組を推進する。 

 

【実施内容】 

   ・第 4次上越市公の施設の適正配置計画に基づく取組の推進 

   ・施設別維持管理計画に基づく、予防保全の推進 

   ・施設の開設時間や指定管理者制度の見直しなど、施設管理の適正化の推進 

   ・使用料の改定及び減免制度の見直し（令和 7年 4月改定予定） 
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歳出科目（Ｐ130～Ｐ131） 2款 1項 6目 財産管理費 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

第三セクター経営改善事業 785 527 258 

  

主 な 財 源 主 な 経 費 

一般財源       785  

 

報償費        190 

旅費         114 

需用費         17 

委託料        363 

負担金補助金及び交付金 58 

 

【目的】 

第三セクターの抜本的改革を含む経営健全化を推進し、市の将来的な財政負担や人的関

与を軽減する。 

 

【6年度目標】 

第三セクターの経営健全化に向けた取組を推進する。 

 

【実施内容】 

・関与方針に基づく第三セクター各社の方向性に向けた取組の推進 

・第三セクター評価委員会における経営状況の分析・評価、指導等経営改善に向けた取 

 組 

・第三セクターのコンプライアンス遵守に向けた研修会の開催 

-31-



 

提  出  課 用地管財課 

 

歳出科目（Ｐ136～Ｐ139） 2款 1項 12目 用地取得管理費 

単位：千円  

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

用地取得管理費 7,062 6,310 752 

  

主 な 財 源 主 な 経 費 

一般財源       7,062 

 

 

 報酬         4,047 

職員手当等     1,164 

共済費         961 

旅費         216 

需用費         33 

使用料及び賃借料     628 

 

【目的】 

公共事業用地の取得及び損失補償等に関する事務を適正かつ効率的に行い、事業の円滑

な推進を図るとともに、取得土地に関する登記事務の確実な執行により、財産及び権利の

保全を図る。 

 

【実施内容】 

・公共用地の取得事務及び登記事務 

・新規認定市道敷地の登記 

・開発行為による帰属登記 

・取得済未登記土地の解消に向けた調査及び登記 

・北陸地区用地対策連絡会の研修会等への参加による土地評価、補償算定技能向上及び 

補償困難実例に対する情報収集等 

 

 [登記事務件数]                              （件） 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度見込 

1,565 

（795） 

2,423 

（1,229） 

1,003 

（401） 

565 

（247） 

800 

（400） 

※括弧内の数値は、所有権移転の件数 

※令和 5年度は、令和 6年 1月 31日現在 

 

[未登記土地等の処理案件]                          （筆） 

※1 「未登記土地」とは、土地売買契約書等により、市に所有権があることを確認できた  

ものの、市への所有権移転登記が未了の土地をいう。 

※2 「権原の確認ができない土地」とは、公共の用に供している土地のうち、土地売買契 

令和 5年 3月末現在 
令和 6年 1月 31日現在 

未登記土地※1 
権原の確認ができない土地

※2 

合 計 
Ａ＋Ｂ 未登記 

土地 
① 

権原の確
認ができ
ない土地 

② 

合 計 
登記 
処理済 

③ 

残数 
Ａ 

（①-③） 

処理済 
※3 
④ 

対象外 
※4 
⑤ 

残数 
Ｂ 

（②-④-⑤） 

14,353 1,307 15,660 32 14,321 0 20 1,287 15,608 
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約書等の存在が確認できないため、市の所有権を確認ができない土地をいう。 

※3 土地所有者との使用貸借契約の締結による権原の確保をもって「処理済」としてい

る。 

※4  詳細調査の結果、市道又は林道など公共の用に供していないことが明らかになった

ため、対象外の取扱いとするもの 

 

[未登記土地処理件数（筆数）］ 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

206 146 38 32   32    

※令和 5年度は、令和 6年 1月 31日現在 

 

○ 今後の処理について 

・未登記土地の処理については、相続未了や共有名義など困難な事案の処理に時間を要

しているほか、測量実施路線が沿線筆数の少ない郊外等の路線が多かったことから、

近年の処理件数が少なくなっているが、処理計画を作成して着実に進捗を図っていく。 
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歳出科目（Ｐ144～Ｐ145） 2款 1項 22目 駐車場管理費 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

駐車場管理費 5,101 5,207 △106 

 

主 な 財 源 主 な 経 費 

使用料及び手数料    4,148 

諸収入          386 

一般財源        567 

 需用費         1,565 

役務費           364 

委託料          3,147 

使用料及び賃借料    25 

 

【目的】 

駐車場を設置し、市民の利便性の向上及び道路交通の円滑化に資するとともに、駐車場

を適切に管理し、利用者の安全性及び快適性を確保する。 
 

【6年度目標】 

・指定管理者及び受託者による効率的かつ効果的な運営に努める。 

・年間利用台数  大手町駐車場      27,500台 

高田駅前立体駐輪駐車場 23,000台 

直江津駅南口駐車場   19,000台 

 

【実施内容】 

大手町駐車場及び高田駅前立体駐輪駐車場の管理 

・指定管理者 上越市本町三丁目商店街振興組合 

・指定期間  令和 6年度～令和 10年度（5年間） 

・営繕修繕                        550 

・長期放置自転車処理業務委託等                    264 

※利用料金収入が管理運営経費を上回ることから指定管理委託料は発生しない。 

直江津駅南口駐車場の管理 

・施設管理業務委託、機器保守点検業務委託        2,192 

・除排雪業務委託                     383 

・営繕修繕                        690 

・消耗品、電気料金等                   455 

その他の駐車場施設の管理 

・高速道頸城バス停駐車場除草業務等委託等           56 

・二本木駅前駐車場維持管理等                511 
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＜参考＞ 

[施設の概要] 

 大手町駐車場 
高田駅前 

立体駐輪駐車場 
直江津駅 
南口駐車場 

供用開始 平成 10年 6月 平成 13年 8月 平成 24年 11月 

開設時間 24時間全自動無人駐車場 

駐車台数 

（台） 

自動車 62 49 100 

自転車 － 418 － 

自動二輪車 － 17 － 

※直江津駅南口駐車場は、旧上越市土地開発公社により平成 12年 4月設置 

 

[利用状況]                               （台） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

大手町駐車場 33,391 27,662 22,503 

高田駅前立体駐輪駐車場 20,905 22,280 20,876 

直江津駅南口駐車場 18,894 17,071 17,466 

合 計 73,190 67,013 60,845 

※令和 5年度は、令和 6年 1月 31日現在 

 

  ［収入額］ 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

大手町駐車場 5,956 6,006 4,774 

高田駅前立体駐輪駐車場 5,086 5,483 5,440 

直江津駅南口駐車場 4,864 4,885 5,033 

合 計 15,906 16,374 15,247 

※令和 5年度は、令和 6年 1月 31日現在 
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歳出科目（Ｐ144～Ｐ145） 2款 1項 22目 駐車場管理費 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

上越妙高駅駐車場等管理費 17,371 14,790 2,581 

 

主 な 財 源 主 な 経 費 

使用料及び手数料  17,371  需用費         3,408 

役務費           817 

委託料         12,631 

使用料及び賃借料    515 

 

【目的】 

上越妙高駅駐車場等の維持管理を適切に行い、駅利用者に安全・安心、かつ快適な利用

環境を提供する。 
 

【6年度目標】 

・受託者による効率的かつ効果的な運営に努める。 

・年間利用台数  132,000台 

 

【実施内容】 

上越妙高駅駐車場等の管理 

・施設管理業務委託、機械保守点検業務委託        7,330 

・除排雪業務委託                    5,301 

・営繕修繕                       1,770 

・消耗品、電気料金等                  2,970 

 

＜参考＞ 

 [施設の概要] 

 西口駐車場 東口駐車場 
東口ロータリー 

駐車場 

供用開始 平成 26年 10月 平成 27年 3月 平成 27年 3月 

開設時間 24時間全自動無人駐車場 

駐車台数 

（台） 

自動車 95 175 28 

マイクロバス 6 － － 

自転車・自動二輪車 約 45 約 50 － 

[利用状況]                                （台） 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

西口駐車場 30,266 44,804 48,626 

東口駐車場 9,843 14,784 18,288 

東口ロータリー駐車場 53,248 82,788 85,377 

合 計 93,357 142,376 152,291 

※令和 5年度は、令和 6年 1月 31日現在 
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［収入額］ 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

西口駐車場 7,382 11,596 14,462 

東口駐車場 5,639 10,306 14,960 

東口ロータリー駐車場 418 540 645 

定期駐車券分 1,516 1,703 1,275 

合 計 14,955 24,145 31,342 

※令和 5年度は、令和 6年 1月 31日現在 
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歳出科目（Ｐ146～Ｐ147） 2款 1項 26目 市民プラザ費 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

市民プラザ管理運営費 73,264 96,805 △23,541 

 

主 な 財 源 主 な 経 費 

諸収入         543 

一般財源       72,721 

 需用費        4,442 

委託料        62,017 

工事請負費      5,980 

備品購入費        825 

 

【目的】 

多様な市民活動の場である市民プラザを適切に管理し、利用者の安全性及び快適性を確

保する。 

 

【6年度目標】 

・多様な市民活動の場を提供するとともに、その活動を総合的に支援し、もってにぎわ

いと活力のある地域社会の形成に寄与する。 

・施設を適切に維持管理するとともに、指定管理者と協議の上、施設の効果的、効率的 

 な運営に取り組む。 

・入館者数（貸室等利用）：207,500人 

 

【実施内容】 

指定管理者による管理運営 

・指定管理者への施設管理運営業務委託           61,522 

指定管理者 株式会社上越シビックサービス 

指 定 期 間 令和 2年度～令和 6年度（5年間） 

委 託 内 容 施設の利用承認、備品等の維持管理、自主事業の実施、中央監

視・警備、設備日常点検、清掃等 

 

施設設備等修繕 

・緊急修繕費                        3,694 

・西面外壁修繕                       748 

 

施設管理委託 

・屋上広告塔安全点検業務委託                 495 

 

  施設改修工事 

     ・高圧真空遮断機更新工事                 1,393 

・防火シャッター改修工事                    4,587 

 

  事業用備品購入 

   ・会議室用スタッキングチェア（50脚）             825 
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＜参考＞ 

[施設の概要] 

供用開始 平成 13年 1月 

建  物 昭和 60年 11月建築 平成 13年 1月改装 鉄骨造 3階建 延床面積 10,160㎡ 

敷  地 22,828㎡ 駐車場 441台 （うち職員駐車場 42台） 

施設内容 

貸  室 

市民ギャラリー、会議室、ホール、音楽スタジオ、工芸室、多目的

学習室、調理室、市民活動室（和室、創作活動室）、グラスハウス、

屋上イベント広場等 

テナント 
レストラン、美容室、フィットネスクラブ、アロマテラピー、事務

用品・観光物産品等販売、パソコン教室 

そ の 他 
ＮＰＯ・ボランティアセンター、男女共同参画推進センター、国際

交流センター、こどもセンター、上越ものづくり振興センター 

利用時間 午前 8時 30分～午後 10時 

休 館 日 第 3水曜日（休日に当たるときはその翌日）及び 12月 29日～1月 3日 

 

［利用者数等］ 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

貸室利用 
件数（件） 8,334 8,730 7,407 

人数（人） 160,185 162,201 118,476 

その他入館者（人） 67,360 68,142 59,318 

合 計（人） 227,545 230,343 177,794 

※令和 5年度は、令和 6年 1月 31日現在 

※その他入館者は、こどもセンター及びテナントの利用者 
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提  出  課 財政課 

 

歳出科目（Ｐ334～Ｐ335） 12款 1項 1目 元金 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

地方債元金償還費 13,689,548 11,949,510 1,740,038 

  

主 な 財 源 主 な 経 費 

使用料及び手数料  64,438 

市債      2,600,670 

一般財源    11,024,440 

 償還金利子及び割引料 

13,689,548 

 

 

【目的】 

資金調達のために借り入れた市債の元金を償還する。 

 

【実施内容】 

項 目 令和 5年度 令和 6年度 比較 

定時償還分 11,233,062 11,088,878 △144,184 

 
うち第三セクター等 

改革推進債分 
316,878 316,878 0 

繰上償還分 0 0 0 

 
うち第三セクター等 

改革推進債分  
0 0 0 

借 換 分 716,448 2,600,670 1,884,222 

合 計 11,949,510 13,689,548 1,740,038 
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歳出科目（Ｐ334～Ｐ335） 12款 1項 2目 利子 

単位：千円 

事    業    名 本 年 度 前 年 度 比   較 

地方債利子 302,622 319,455 △16,833 

  

主 な 財 源 主 な 経 費 

使用料及び手数料  4,128 

一般財源     298,494 

 償還金利子及び割引料 

302,622 

 

 

【目的】 

資金調達のために借り入れた市債の利子を支払う。 

 

【実施内容】 

項 目 令和 5年度 ※1 令和 6年度 ※2 比較 

既発債分 284,032 263,019 △21,013 

新発債分等 35,423 39,602 4,179 

（借入予定利率） （0.40％～0.90％） （0.50％～1.00％） - 

合 計 319,455 302,622 △16,833 

※1 令和 5年度の既発債分 ･･･令和 4年 12月までの発行分に係る利子 

        〃   新発債分等･･･令和 5年 1月以降の発行分に係る利子 

※2 令和 6年度の既発債分 ･･･令和 5年 12月までの発行分に係る利子 

       〃   新発債分等･･･令和 6年 1月以降の発行分に係る利子 

 

※端数処理のため、表中の計が一致しない場合がある。 
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